
（第三種郵便物認可）２０１８年７月２５日 大阪歯科保険医新聞（５、15、25日発行）（５）

【初診料の注１】
問１　初診料の注１に規定する施設基準において、
「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年
に１回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が
１名以上配置されていること。」とされているが、休
日・夜間診療所など、院内感染防止対策を行っている
が医療機関の特性上、常勤歯科医師を配置することが
困難である場合はどのようにすればよいか。
（答）当該施設基準は、常勤歯科医師が配置されてい
ることが原則であるが、次の（１）～（３）に該当
し、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理等の院内感染
防止対策が実施されている医療機関であって、非常勤
歯科医師（当該医療機関の管理者に相当する者又は主
に院内感染防止対策を担当する者等）が必要な研修を
受講している場合については、当該医療機関の院内感
染防止対策を行う歯科医師を常勤歯科医師に準じるも
のとして取り扱う。この場合において、様式２の８の
受講者名の欄には、研修を受講した非常勤歯科医師名
を記載する（研修を受講した歯科医師が複数名いる場
合は、当該医療機関の管理者に相当する者又は主に院
内感染防止対策を担当する者等の氏名の左に○を記載
すること。）。
（１）自治体や地域の歯科医師会が開設する（自治体
から委託又は補助金等を受けているものも含む）休日
・夜間の急患や障害児（者）等を対象とする歯科医療
機関であり、非常勤歯科医師が当番制で診療を担当し
ている場合
（２）歯科を標榜する病院（歯科、小児歯科、矯正歯
科、歯科口腔外科のいずれかを標榜）であり、歯科診
療については非常勤歯科医師のみで行っている場合
（３）その他、医療機関の特性上、常勤歯科医師の配
置が困難であると認められる特段の理由がある場合
（３）に該当すると考えられる場合においては、医療
機関の現況（開設者、管理者、診療時間、非常勤歯科
医師数及び勤務体制、当該医療機関が対象とする患
者、診療内容等）と常勤歯科医師の配置が困難である
理由を記載した理由書を地方厚生（支）局長に提出
し、当該施設基準該当の適否について判断を求める。

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準】
問２　かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設
基準の「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関
する研修（口腔機能の管理を含む）」とは、どのよう
な内容の研修が該当するのか。
（答）「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関
する研修（口腔機能の管理を含む）」については、以
下の内容をすべて含むものであること。
① う蝕（エナメル質初期う蝕を含む）の重症化予防と
継続管理

②歯周病の重症化予防と継続管理
（歯周病安定期治療の考え方を含むものであること）
③以下のいずれか１つ以上の内容を含む口腔機能管理
・口腔機能発達不全症
・口腔機能低下症
・全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等
（ただし、「高齢者の心身の特性及び緊急時対応等」
に関する研修内容と重複しないもの）
　なお、平成30年９月30日までの間に「歯科疾患の重

症化予防に資する継続管理に関する研修（口腔機能の
管理を含む）」として実施された研修については、①
～③のすべての内容を含んでいないものであっても、
歯科疾患の重症化予防及び口腔機能の管理に関する内
容が含まれている場合は「歯科疾患の重症化予防に資
する継続管理に関する研修（口腔機能の管理を含
む）」に該当するものとする。
（従前のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施
設基準を満たしていた医療機関が再度の届出を行う場
合においても同様の取り扱いとする。）

問３　かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設
基準の要件に、「過去１年間にフッ化物歯面塗布処置
又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を
あわせて10回以上算定していること。」とあるが、「フ
ッ化物歯面塗布処置」は、区分番号「Ｉ０３１」フッ
化物歯面塗布処置の「３　エナメル質初期う蝕に罹患
している患者の場合」のみが該当するのか。
（答）当該施設基準の「フッ化物歯面塗布処置」は、
「１　う蝕多発傾向者の場合」、「２　在宅等療養患者
の場合」又は「３　エナメル質初期う蝕に罹患してい
る患者の場合」のいずれも該当する。

【在宅療養支援歯科診療所１の施設基準】
問４　平成30年３月31日までに旧施設基準の「在宅療
養支援歯科診療所」の届出を行っている保険医療機関
又は平成30年４月１日以降に「在宅療養支援歯科診療
所２」の届出を行った医療機関が、「在宅療養支援歯
科診療所１」の届出を行う場合に、旧施設基準の「在
宅療養支援歯科診療所」又は「在宅療養支援歯科診療
所２」と重複する内容の研修を再度受講する必要があ
るか。
（答）旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療所」又は
「在宅療養支援歯科診療所２」の施設基準の届出を行
っていた医療機関が「在宅療養支援歯科診療所１」の
施設基準の届出を行う場合において、研修については
届出日から３年以内に受講したものであることが必要
である。なお、旧施設基準の「在宅療養支援歯科診療
所」又は「在宅療養支援歯科診療所２」の届出時の研
修が「在宅療養支援歯科診療所１」の届出日から３年
以内である場合については、再度の受講は必要なく、
前回届出時の副本の写しを提出しても差し支えない。

問５　特掲診療料の施設基準等に係る通知（平成30年
３月５日保医発0305第３号）の第14在宅療養支援歯科
診療所１のクの「（ロ）在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料の算定があること。」とある
が、区分番号「Ｃ００１－５」在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料と区分番号「Ｃ００１－
６」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料の両方の算定実績が必要か。
（答）いずれか一方の算定実績で差し支えない。

【歯科疾患管理料】
問６　初診時の口腔内所見等から歯周病が疑われ、歯
科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影を行い歯
周病の所見が認められる場合に、次の１）又は２）の
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診療を実施したが、歯周病検査の実施が困難であり、
初診日の属する月には区分番号「Ｄ００２」歯周病検
査を実施できず、翌月に歯周病検査を実施する予定で
ある場合に、区分番号「Ｂ０００－４」歯科疾患管理
料を算定できるか。
１ ）早期に動揺歯の固定を行う必要があり、区分番号
「Ｉ０１４」暫間固定を算定した場合
２ ）多量のプラーク付着等があり口腔衛生状態が悪
く、歯科医師が口腔衛生指導を実施した場合又は歯
科衛生士が口腔衛生指導を実施し区分番号「Ｂ００
１－２」歯科衛生実地指導料を算定した場合
（答）初診時の口腔内所見及び画像診断（歯科エック
ス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影）により歯周病に
罹患していることが確認され、臨床症状等から必要が
あって暫間固定や口腔衛生指導を先に実施し、やむを
得ず初診月に歯周病検査が実施できなかった場合にお
いても、初診月から歯科疾患の管理を開始する場合に
ついては、初診月から歯科疾患管理料を算定して差し
支えない。
　ただし、この場合において、診療録に症状の要点、
口腔内所見等の必要事項を記載し、歯周病検査は翌月
の歯科疾患管理料算定時までに実施すること（ただ
し、歯周病の急性症状を呈する場合であって、歯周病
検査の実施が困難である場合を除く。）。また、歯周病
検査実施後は、検査結果を含め管理計画の変更点を患
者等に対して説明し、変更の内容を診療録に記載する
こと。
　なお、初診日の属する月の診療報酬明細書の「摘
要」欄に、歯周病検査は翌月実施予定である旨を記載
すること。

問７　平成30年３月31日以前から有床義歯に係る治療
のみを行っており、区分番号「Ｂ０００－４」歯科疾
患管理料の算定要件に該当しない患者について、口腔
機能低下症と診断され、口腔機能管理が必要となった
場合はどのようにすればよいか。
（答）平成30年３月31日以前から有床義歯に係る治療
のみを行っており、従前の歯科疾患管理料の算定要件
に該当していなかった患者に対して、「口腔機能低下
症に関する基本的な考え方」（平成30年３月日本歯科
医学会）による診断基準により口腔機能低下症と診断
され、口腔機能管理を開始する場合については、診断
された月から歯科疾患管理料を算定して差し支えな
い。
　また、口腔機能低下症の診断を目的として咀嚼能力
検査、咬合圧検査又は舌圧検査を実施した場合につい
ては、区分番号「Ｄ０１１－２」咀嚼能力検査、区分
番号「Ｄ０１１－３」咬合圧検査又は区分番号「Ｄ０
１２」舌圧検査を算定して差し支えない。これらの検
査の結果、口腔機能低下症と診断された場合は歯科疾
患管理料及び口腔機能管理加算を算定できる。なお、
検査の結果、口腔機能低下症に該当しなかった場合に
ついては、検査を実施する月の診療報酬明細書の「摘
要」欄に、口腔機能低下症の診断を目的に実施した旨
を記載すること。

【歯周病患者画像活用指導料】
問８　区分番号「Ｂ００１－３」歯周病患者画像活用
指導料について、算定要件が「歯周病検査を実施する
場合において」となっているが、歯周病の急性症状を
呈する患者や初診時に暫間固定を必要とする患者（本
事務連絡の問６に該当する場合）で初診時の歯周病検
査の実施は困難であるが、管理を開始して歯科疾患管
理料を算定し、後日歯周病検査を実施する場合に、歯
周病検査の実施前に当該指導料を算定しても差し支え


